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平成 30年 10月 25日 

国 税 庁 

 

 

平成 30-33年（2021年）分民間給与実態統計調査の業務委託に係る 

民間競争入札の契約者の決定及び契約の締結について 

 

 

国税庁は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）

に基づき、「平成 30-33年（2021年）分民間給与実態統計調査の業務委託」（以下「本業務」

という。）に係る民間競争入札を実施し、下記のとおり契約を締結しました。 

 

記 

 

１ 契約の相手方の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 

東京都江東区東雲一丁目７番 12号 

株式会社ジェイ エスキューブ（法人番号 8010401067209） 

代表取締役社長 内田 聡 

※ 本契約は、契約相手方の事業再編に伴う吸収分割により、令和元年 10 月１日

以降、以下の者へ承継されています。 

東京都港区東新橋一丁目７番３号 

トッパン・フォームズ株式会社（法人番号 4010401050341） 

代表取締役社長 坂田 甲一 

 

２ 契約価格（税込） 

166,819,724円 

（注）実施期間：平成 30年９月 21日から平成 34年（2022年）６月 30日まで 

※ 契約価格（税込）については、消費税率の引上げ等に伴い、令和２年３月 27 日

に、契約価格（税込）を 168,259,362円へ変更する契約を締結しています。 

 

３ 契約者決定の経緯及び理由 

入札参加者（２者）から提出された企画書等について、民間競争入札実施要項及び入札

説明書に基づき、外部有識者を交え必須項目審査及び加点項目審査を実施したところ、評

価基準を満たしていた。 

平成 30年８月 31日に開札したところ、２者のうち、株式会社ジェイ エスキューブは

入札価格が予算決算及び会計令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内であり、かつ、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札金額

に対する得点配分を乗じて得た入札価格の得点（「価格点」）に、入札者の提案書の各評価

項目の得点の合計（「技術点」）を加えて得た数値の最も高い者であったため、本業務の実

施者として決定した。 

また、上記実施者については、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第 10

条第４号及び第６号から第９号までのいずれかに該当する事由があるとは認められなか

ったことから、契約者として決定し、平成 30年９月 21日に契約締結となった。 

〈参考〉契約者の評価結果 

技術点 入札価格（税込） 

134.8点 166,819,724円 

 

４ 契約者における当該公共サービスの実施体制及び実施方法の概要 

業務の実施に当たっては、全体管理を行う責任者を配置するとともに、各工程毎に責任
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者を配置し、業務上の役割分担や責任の所在の明確化を図る体制とする。 

契約者が行う主な業務は、実査準備(調査票等の作成・印刷)、実査(調査票及び調査関

係書類の封入・発送、オンライン調査システムに係る実査準備、調査票の回収、問い合わ

せ苦情対応、督促、調査票及び調査関係書類の再送付)、審査(調査票審査、疑義照会)及

び調査票のデータ化(調査票データファイルの作成)である。 

委託業務の実施に当たっては、迅速な対応と高いセキュリティを担保するほか、各業務

を適正かつ確実に実施し、有効回答率の向上を図る。 

また、独自の進捗管理システムによるステータス管理や、督促ハガキ・督促架電の効果

的な運用など様々な施策により、回収率の更なる向上に努める。 

 

５ 本業務に係る業務内容及びその実施に当たり確保されるべき質 

⑴ 請負業務の内容 

イ 業務期間 

平成 30年９月（契約締結後）から平成 34年（2022年）６月 30日までとする。 

なお、本業務の対象となる調査は以下のとおり。 

・平成 30年分調査（調査期日 平成 30年 12月 31日現在、 

調査票の提出期限 平成 31年２月末） 

・平成 31年（2019年）分調査 

（調査期日 平成 31年（2019年）12月 31日現在、 

調査票の提出期限 平成 32年（2020年）２月末） 

・平成 32年（2020年）分調査 

（調査期日 平成 32年（2020年）12月 31日現在、 

調査票の提出期限 平成 33年（2021年）２月末） 

・平成 33年（2021年）分調査 

（調査期日 平成 33年（2021年）12月 31日現在、 

調査票の提出期限 平成 34年（2022年）２月末） 

 

ロ 国税庁からの貸与物件 

貸与物件は以下のとおりとし、作業終了後、遅滞なく国税庁に返却する。 

なお、物件の貸与は契約締結後に適宜行う。 

① 調査票及び調査関係書類の印刷原稿（別紙１「調査票及び調査関係書類一覧表」

参照） 

② 調査対象者（標本事業所）名簿 

③ 照会等対応事例集 

④ 調査票審査要領 

⑤ 政府統計共同利用システムオンライン調査システム利用手順書（以下「オンラ

イン調査システム利用手順書」という。） 

⑥ ワンタイムパスワードトークン（認証用機器） 

（注）政府統計共同利用システムにログインする際に必要となるワンタイムパ

スワード（認証のため１回しか使えない「使い捨てパスワード」のこと。）

を生成する機器である。 

⑦ データ項目定義設計書 

 

ハ 業務の引継ぎ 

民間事業者は、国税庁から、本業務を開始するまでの間に業務内容を明らかにした

書類等により、十分な引継ぎを受けることとする。 

また、本業務の終了に伴い、民間事業者が変更となる場合には、国税庁は「６⑶契

約により民間事業者が講ずべき措置等」「イ報告について」（イ）の報告等をもとに次

期事業者（平成 34年（2022年）分調査以降の事業）へ引継ぎを行うものとする。た

だし、必要に応じて国税庁が、業務終了前に民間事業者に対し、引継ぎに必要な資料
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を求めた場合は、民間事業者はこれに応じることとする。 

 

ニ 業務内容 

本業務の業務内容は以下のとおりであるが、民間事業者は、適宜、国税庁と連携を

図り、円滑かつ確実な業務実施に努めること。なお、実施時期の記載は平成 30年分

調査に係るものであり、平成 31 年（2019 年）分調査については１年を、平成 32 年

（2020年）分調査については２年を、平成 33年（2021年）分調査については３年を

それぞれ加えるものとする。 

【本業務の各工程】 

① 実査準備：調査票等の作成・印刷 

② 実査１：調査票及び調査関係書類の封入・発送、オンライン調査システムに係

る実査準備 

③ 実査２：調査票の回収、問合せ苦情対応、督促、調査票及び調査関係書類の再

送付 

④ 審査：調査票審査、疑義照会 

⑤ 調査票のデータ化：調査票データファイルの作成 

 

（イ）実査準備：調査票等の作成・印刷（実施時期：平成 30年 11月から順次） 

① 印刷物は別紙１「調査票及び調査関係書類一覧表」のとおり。 

・ 紙面対象事業所とオンライン対象事業所で送付物に違いがあるので、留

意する。 

（注）平成 29年分調査における送付件数（再送付は含まない。）は、紙面

対象事業所用 26,897件、オンライン対象事業所用 1,755件。 

・ 紙面対象事業所用については、「平成○年分民間給与実態統計調査票（源

泉徴収義務者用）」（別紙１番号６、以下「調査票（義務者用）」という。）

上の国税庁が指定する位置に、調査対象者（標本事業所）名簿（「５⑴ロ 

国税庁からの貸与物件」参照）に基づく「宛名」、「住所」、「政府統計

コード」、「調査対象者ＩＤ」、「パスワード（確認コード）」（オンラ

イン回答の際に必要となる。）、「業種」及び「組織及び資本金」を印字

(※)する。 

また、「平成○年分民間給与実態統計調査票（給与所得者用）」（別紙

１番号７、以下「調査票（給与所得者用）」という。）についても、調査

票（義務者用）と同様に「調査対象者ＩＤ」（第６層から第８層のみ）を

印字する。 

なお、誤印字に起因する誤発送等の無いよう細心の注意を払うこと。 

※ 平成 31年（2019年）分以降の調査においては、第６～８層を対象に、

「氏名」、「課（係）名」及び「電話番号」も印字すること。 

そのため、平成 31年（2019年）分以降の調査において追加的に印字

する項目については、平成 30年分調査において、連年調査対象となる

階層（第６層から第８層）を対象とし、データ化を行うこと。 

 

② 調査票等の印刷部数は、国税庁が提示する標本事業所数を基数とする。 

ただし、発送後、標本事業所の住所変更が判明した場合や、標本事業所で

の調査票の紛失等により、調査票等の再送付を行う場合があるため、その分

を見込んで印刷する。なお、実査２の過程で調査票等の不足が発生した場合、

民間事業者は、所要の部数を追加印刷する。 

（注）調査票等の再送付は、調査票提出の始まる１月中旬より断続的に行わ

れる。（平成 28 年分：1,907 件、平成 27 年分：1,673 件、平成 26 年

分：1,692件） 
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③ 民間事業者は、調査票等の印刷前に校正を行うこととし、国税庁の校了を

得てから印刷を開始する。また、OCR読取方式を採用する場合は、調査票（OCR

帳票）については、印刷前に OCR読取検査を行い、その検査方法及び検査結

果を国税庁へ報告する。 

なお、必要となる OCR 機器及びソフトは民間事業者が用意するものとす

る。 

 

④ 印刷に当たっての注意点 

・ 国税庁の指定した仕様、紙質、色等を使用すること。 

・ 送付用封筒は、窓あき封筒とし、印刷する実施機関名は「国税庁民間給

与実態統計調査事務局」とする。（別紙１番号１） 

・ 返信用封筒の宛名は「国税庁民間給与実態統計調査事務局」とする。（同

番号２） 

・ 「調査票の記入のしかた」については冊子とする。（同番号４） 

・ 民間事業者は、標本事業所に送付する調査票等を国税庁が貸与した原稿

を基にレイアウトなど創意工夫し作成・印刷する。 

 

⑤ 印刷終了後、紙面対象事業所及びオンライン対象事業所への送付物一式

を、見本として各 20 部ずつ、国税庁に納品する。（「５⑴ヘ 納品物件」

参照） 

 

⑥ 平成 31 年（2019 年）分調査において、無作為に抽出した事業所 50 社を

対象として、アンケートを送付する。アンケート用紙は、調査票等を発送す

る際に同封することとし、紙面対象事業所については、調査票と同一の返信

用封筒を用いて回収を行い、オンライン対象事業所については、調査票とは

別にアンケート用紙を回収するために返信用封筒を送付することとする。

なお、アンケートの対象者の抽出は国税庁にて行う。 

 

（ロ）実査１：調査票及び調査関係書類の封入・発送、オンライン調査システムに

係る実査準備（実施時期：平成 30年 11月～平成 31年１月上旬） 

① 調査票及び調査関係書類の封入・発送 

・ 各層の封入用紙等の種類及び枚数は、原則的に「封入用紙等一覧表」（別

紙２）のとおりである。 

・ 信書便にて郵送により発送する。 

・ 調査対象者によっては、発送の直前に、発送を取り止める事態が生じる

ことも考えられるため、発送取り止めの連絡を受けた対象者については

対応すること。 

・ 「協力依頼文」の発信者名義は各国税局長（沖縄国税事務所にあっては

「沖縄国税事務所長」）であり、標本事業所の所在地毎に異なる。 

なお、「協力依頼文」については、国税庁より民間事業者へ必要部数を

提供する。 

・ 標本事業所は、層、紙面対象事業所及びオンライン対象事業所の別によ

って封入物に違いが生じる。このため、封入作業は、封入漏れ、誤封入の

無いよう細心の注意を払うこと。 

 

② オンライン調査システムに係る実査準備 

 民間事業者は、調査票及び調査関係書類の発送日までに、調査対象者

（標本事業所）名簿に基づき、「オンライン調査システム利用手順書」（「５

⑴ロ 国税庁からの貸与物件」参照）を参照し、回答者情報の登録作業を

行う。 
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（ハ）実査２：調査票の回収、問合せ苦情対応、督促、調査票及び調査関係書類の

再送付（実施時期：調査票発送後から適時） 

① 標本事業所からの書き方等の問合せ、苦情、要望に係る対応 

・ 民間事業者は、全国からの問合せに対応できるよう、設備（専用フリー

ダイヤル回線の設置を含む）、人員等を確保する。また、業務時間外の問

合せには自動音声案内によるメッセージを流す等の対応を行う。 

・ 標本事業所からの問合せや苦情に対応する業務を行う者（以下、「オペ

レータ」という。）に対し、国税庁が貸与する「照会等対応事例集」（「５

⑴ロ 国税庁からの貸与物件」参照）及び「オンライン調査システム利用

手順書」を参考に問合せ苦情対応等マニュアルを作成し、接遇も含め、事

前に本業務の内容を十分に理解させるための研修を行う。なお、作成した

マニュアルは、研修前に国税庁の承認を得ること。 

また、民間事業者は、オペレータに対し、定期的に業務理解度を確認す

る等し、適切な照会対応を維持できる体制を整えること。 

・ 問合せ等に対する回答の実績を確実に記録し、日ごとに取りまとめ、週

１回報告すること。（「６⑶契約により民間事業者が講ずべき措置等」イ

（イ）「①問合せ・苦情等対応状況（日ごとにとりまとめ週１回）（別紙３）」

参照） 

 

② 調査票の件数管理 

・ 調査票の提出状況を「調査票回収・督促状況」によって管理する。調査

票の提出状況については、日ごとに取りまとめ、週１回報告すること。

（「６⑶契約により民間事業者が講ずべき措置等」イ（イ）「②調査票回収・

督促状況（日ごとにとりまとめ週１回）（別紙４）」参照） 

・ 提出状況を日々入力することにより確実に各国税局（所）ごとの件数の

管理を行う。各標本事業所の提出の既未済について、的確に管理する。 

 

③ 未提出標本事業所への督促 

・ 調査票の早期提出を促す観点から、調査票の提出期限前に、標本事業所

に対し提出期限の周知を実施する。提出期限の周知の方法、時期及び対象

については、その実施前に国税庁の了解を得ること。 

・ 提出期限を過ぎても提出のない標本事業所については、督促はがき（別

紙１番号 11）、電話督促などを実施し回収率を上げること。 

・ 電話督促業務を行う者に対しては、「照会等対応事例集」（「５⑴ロ 国

税庁からの貸与物件」参照）を参考にマニュアルを作成し、事前に本業務

の内容を十分に理解させること。なお、作成したマニュアルは、電話督促

業務の実施前に国税庁の承認を得ること。 

・ 事前に提出が遅れる旨の連絡があった標本事業所については、確実に督

促対象から外すことに留意する。 

・ 結果精度を維持する観点から、国税庁が、督促の必要な層・国税局分を

指定することがある。 

 

（ニ）審査：調査票審査、疑義照会（実施時期：調査票発送後から順次） 

① 調査票内容の審査 

民間事業者は、提出された調査票の記入内容について、国税庁が提供す

る「調査票審査要領」（「５⑴ロ 国税庁からの貸与物件」参照）を参考に

調査票審査マニュアルを作成し、審査を行う。なお、民間事業者が作成し

た調査票審査マニュアルは、本工程の実施前に国税庁の承認を得ること。 
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② 調査票の回答内容に不備のある標本事業所への内容確認、補正 

・ 上記①の結果、調査票の回答内容に不備のある標本事業所については、

調査票上の連絡先へ電話により照会し、調査票の補正を行う。疑義照会を

行い、調査票の回答内容を補正した場合には、標本事業所ごとに作成する

「疑義照会、データ補正記録票」に記録する。「疑義照会、データ補正記

録票」の様式については、民間事業者が作成し、調査票審査、疑義照会工

程の開始前までに国税庁の了解を得ること。 

・ 疑義照会の状況については、日ごとに取りまとめ、週１回報告すること。

（「６⑶契約により民間事業者が講ずべき措置等」イ（イ）「③疑義照会状

況（日ごとにとりまとめ週１回）（別紙５）」参照） 

 

（ホ）調査票のデータ化：調査票データファイルの作成（平成 31年（2019年）５

月末まで） 

① 審査を了した調査票については、順次データ化業務を開始し、調査票デー

タファイル（電磁的記録媒体（ＦＤ・ＭＯ・ＣＤ・ＤＶＤ）及びオンライン

調査システムによる回答分を含む。）を納品する。 

② データ化業務を実施する際に必要となるＯＣＲ機器及びソフト、パソコ

ン等の設備は民間事業者において準備する。 

③ 民間事業者は、データ化業務において、審査を了した調査票が確実にデー

タ化されていることを確認する工程を設けること。 

④ 書面調査票のデータ化にあたっては、ＯＣＲ項目ではない「氏名」、「課（係）

名」及び「電話番号」も入力することとする。 

なお、上記３項目は、毎年調査の対象となる階層（第６層から第８層）の

みをデータ化するものとする。 

（注）平成 29 年分の第６層から第８層に該当する調査対象者数は、8,060

件である。 

⑤ 書面調査票のデータ化にあたっては、（OCR 等で読み込んだ編集可能な）

回答情報のデータと（調査票自体の）画像データを併せて作成する。 

 

ホ 調査票等の残余等の引き渡し（平成 31年（2019年）６月末まで） 

民間事業者は本調査のために作成した調査票等の残余及び仕損分の一切につ

いて、国税庁に報告する。調査票等の残余等は、国税庁が指示する場所へ移送す

る。 

 

ヘ 納品物件 

① 下記物件は、印刷終了後、速やかに納品する。 

・ 紙面対象事業所用送付書類一式・・・・・・20部 

・ オンライン対象事業所用送付書類一式・・・20部 

（送付書類については、別紙２参照） 

② 下記物件は、各年５月 31日までに納品する。 

・ 調査票データファイル 

・ 調査票画像データ 

③ 下記物件は、各年６月 30日までに納品する。 

・ 回収した調査票（電磁的記録媒体を含む） 

・ 疑義照会、データ補正記録票 

・ 調査票等の残余等 

 

⑵ 情報セキュリティ管理 

イ 情報漏えい防止をはじめとする情報セキュリティを確保するための体制を整備

し、責任者を置くとともに、セキュリティ確保実施要領（業務従事者向けセキュリ
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ティマニュアルを含む。）を作成して的確な調査情報の運用管理を行う。なお、セ

キュリティ確保実施要領は、国税庁に企画書提出時に併せて提出する。 

セキュリティ確保実施要領には、以下の①から⑤を含むものとする。 

① 調査票及び調査対象者（標本事業所）名簿は、破損及び紛失等を防止するため

施錠可能な場所に保管し、保管責任者を明確にする。 

② 第三者に対し、調査票及び調査関係書類の複写、貸与及び提供をしてはならな

い。 

ただし、あらかじめ書面により当庁の承認を得た場合はこの限りではない。 

③ 作業過程で作成し、作業終了後に不要となった帳簿、媒体類は粉砕、溶解、デ

ータ消去等適切な処置を行い、廃棄する。 

④ 使用する電子機器の情報漏えい防止策を明記する。特にオンライン調査シス

テムに使用するパソコンや作業場所のセキュリティ対策、本業務の実施に当た

り電子メールを使用する場合のセキュリティ対策については必ず記入すること。 

⑤ 調査における守秘義務等に関する業務従事者への研修概要を明記する。 

 

ロ 情報セキュリティに関する問題又は事故が発生した場合は、速やかに国税庁に

報告し、今後の対応方針について協議を行う。 

 

⑶ 業務遂行に当たり確保されるべき質 

民間給与実態統計調査を実施するに当たり、①標本事業所の照会・質問に対する迅速

な対応、②回収した調査票の適切な審査による有効回答率の維持、③正確なデータ化が

求められる。調査結果の質を確保するため、民間事業者は下記の対応を行う。 

イ 本業務の実施に当たり、「５⑴請負業務の内容」「ニ 業務内容」の各工程毎に民

間事業者が策定し、あらかじめ国税庁の了解を得た作業方針、作業フロー、作業体

制及びスケジュールに沿って確実に業務を実施すること。 

ロ 「５⑴請負業務の内容」「ニ 業務内容」（ハ）①の問合せ苦情対応においては、調

査票の記入等に関する照会等があった場合に、国税庁が貸与する「照会等対応事例

集」（「５⑴ロ 国税庁からの貸与物件」参照）に沿って対応すること。 

ハ 一連の業務（督促業務等）を通じ、各年分の調査とも下記の層別有効回答率を上

回らなければならない。ここで、有効回答率とは、有効回答（＝「調査票審査要領」

（「５⑴ロ 国税庁からの貸与物件」参照）の基準を満たした調査票）数を標本事業

所数で除した値をいう。 

・ 層別有効回答率（平成 26年分～平成 28年分調査における平均値） 

（単位：％） 

第１層 第２層 第３層 第４層 第５層 第６層 第７層 第８層 

62.3 76.5 80.1 81.8 85.3 84.3 84.3 83.9 

 

⑷ 業務委託に関する留意事項 

イ 民間事業者は、本業務を実施するために「国税庁民間給与実態統計調査事務局」

という名称を用いて、業務を実施すること。 

ロ 民間事業者は、業務の適切な実施を確保するために、国税庁との連絡・調整を行

う担当者を置く。担当者は、平日の業務時間（9：00～18：00）内において、速やか

に国税庁と連絡・調整が取れる状態を保つこと。なお、事故等の緊急時に備えて、上

記時間帯以外でも連絡が取れる体制を整備すること。 

ハ 民間事業者は、「５⑴請負業務の内容」の各工程に作業責任者を置き、氏名、所属、

連絡先を併せて国税庁に報告すること。 

ニ 民間事業者は、上記作業責任者等を当業務に専任させる等し、本業務を適切に遂

行するのに十分な体制を整備すること。また、毎年度、実査準備の工程の開始まで

に、本業務のマスタースケジュール及び各工程の作業方針、作業フロー、作業体制、

スケジュールについて策定し、国税庁の了解を得ること。 
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ホ 民間事業者は、本業務に従事する者に対し、年末調整や確定申告の仕組み、給与

の源泉徴収事務、統計調査における基本的事項、守秘義務及び民間給与実態統計調

査の内容について十分に理解できるよう研修を事前に行うこと。なお、研修計画及

び内容については、事前に国税庁の了解を得ること。 

ヘ 有効回答率の早期達成のために、調査票の必須項目の不備を事前に解消できるオ

ンラインや電子データでの提出を民間事業者の創意工夫により推進すること。 

ト 国税庁は、民間事業者と定期連絡会（月に１回程度）を開催し、本調査の実施業務

に関する諸事項について打合せを行う。なお、定期連絡会の開催にかかわらず、必

要に応じて、打合せを随時行う。 

チ 本業務の実施に当たり、各工程において国税庁から立会いの要請があった場合、

民間事業者はこれを認めること。 

リ 本業務の実施に当たり、民間事業者に事故や問題等が発生した場合、民間事業者

は、速やかに国税庁に報告し、国税庁の指示に従うこと。 

ヌ 民間事業者は、本業務の実施に当たり、調査票等の調査関係書類を厳重に管理す

る環境、電話、ＦＡＸ等必要な設備及び本業務を適切に遂行するのに十分な場所を

用意すること。 

 

⑸ 業務の改善等 

 イ 業務の改善等の作成 

民間事業者は、次の場合、速やかに業務の改善策を作成し、国税庁の承認を得た上

で改善策を実施するものとする。なお、民間事業者は、改善策の作成、実施に当たり、

国税庁に対して必要な助言及び協力を求めることができる。 

・ 国税庁が、「６⑶契約により民間事業者が講ずべき措置等」「イ 報告について」

（イ）に示す報告、回収率の状況又は業務の実施状況を観察することにより、業務

の質が満たされないおそれがあり、業務の改善が必要と判断し、民間事業者に対

して業務の改善を求めた場合 

・ 民間事業者が、業務の実施結果を踏まえ、業務の質の確保、向上を図るため、業

務の改善が必要と判断した場合 

 

ロ 業務の改善提案 

民間事業者は、業務の実施結果を踏まえた改善提案（照会対応事例集や国税庁への

報告書類等）を国税庁に対して行うことができる。なお、その際、民間事業者は、国

税庁に対して必要な助言を求めることができる。 

 

６ 契約について 

⑴ 民間給与実態統計調査の契約期間 

契約期間は、平成 30年９月 21日から平成 34年（2022年）６月 30日までとする。 

 

 ⑵ 民間事業者が使用できる国有財産に関する事項 

調査客体からのオンライン調査システムに関する照会対応等に使用するための政府

統計共同利用システムへのアクセス権を民間事業者に付与する。 

なお、本業務実施のための政府統計共同利用システム使用に係る費用については、無

償とする。 

⑶ 契約により民間事業者が講ずべき措置等 

イ 報告について 

(イ) 民間事業者は、次の①から⑤について、国税庁に報告するとともに、必要に応

じて、下記以外の事項についても求められた場合は報告すること。 

また、下記については、下記の時期以外にも求めることがある。 

なお、国税庁は、民間事業者からの報告を受け、業務の適正かつ確実な実施を

確保するため、必要に応じ、民間事業者との情報交換の場を設ける。 
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① 問合せ・苦情等対応状況（日ごとに取りまとめ週１回）（別紙３） 

② 調査票回収・督促状況（日ごとに取りまとめ週１回）（別紙４） 

③ 疑義照会状況（日ごとに取りまとめ週１回）（別紙５） 

④ 勤務体制表（四半期に１回） 

・ 四半期毎の業務担当者の配置実績及び勤務体制表（予定） 

・ 調査票等を扱うことができる人員の管理体制、保管責任者、管理責任者等

の体制及び保管・管理状況を報告 

・ 勤務体制については、各工程の作業責任者の氏名、所属、連絡先を報告 

・ 問合せ苦情対応、督促及び調査票審査に係る業務の業務担当者の氏名、所

属を報告 

⑤ 事業報告書 

平成 30年分調査（平成 31年（2019年）６月末日） 

平成 31年（2019年）分調査（平成 32年（2020年）６月末日） 

平成 32年（2020年）分調査（平成 33年（2021年）６月末日） 

平成 33年（2021年）分調査（平成 34年（2022年）６月末日） 

 

ロ 調査について 

国税庁は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために、６⑶イ

（イ）の報告や次の（イ）及び（ロ）によるモニタリングの結果等から必要があると

認めるときは、法第 26条第１項に基づき、民間事業者に対し、業務の実施状況に関

し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、

書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができるものとする。 

(イ) 民間事業者への電話（適宜） 

国税庁から民間事業者の業務担当者へ電話による質問を行い、その対応によ

り適切に実施されているかを詳細に調べる。 

(ロ) 標本事業所への電話（適宜） 

① 民間事業者又はその職員その他の本契約の履行に従事する者による調査票

の不正記入等の不正行為を防止するため、回収した調査票を適宜選択し、国税

庁から標本事業所に電話をし、不正行為の有無の確認をとる。 

② また、督促等において、調査票の記入を軽視するような発言・表現がなかっ

たかどうか等を調べる。 

 

ハ 指示について 

国税庁は、前記「ロ 調査について」の結果等により必要があると認めるときは、

民間事業者に対して、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。なお、上

記にかかわらず、国税庁は、業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、民

間事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 

 

ニ 秘密の保持 

民間事業者は、本業務に関して国税庁が開示した情報等（公知の事実等を除く。） 

及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものと

し、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合にあ

っては、その役員）若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事して

いた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密

を漏らし、又は盗用した場合には、法第 54条により罰則の適用がある。 

なお、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。 

 

ホ 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

(イ) 業務の開始及び中止 

① 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務
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を開始しなければならない。 

② 民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、

あらかじめ、国税庁の承認を受けなければならない。 

(ロ) 公正な取扱い 

① 民間事業者は、本業務の実施に当たって、標本事業所を具体的な理由なく区

別してはならない。 

② 民間事業者は、標本事業所の取扱いについて、自らが行う他の事業の利用の

有無により区別してはならない。 

(ハ) 金品等の授受の禁止 

民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをして

はならない。 

(ニ) 宣伝行為の禁止 

① 民間事業者及び本業務に従事する者は、「国税庁長官官房企画課」、「国税局

総務部企画課」、「国税事務所総務課」、「民間給与実態統計調査」の名称やその

一部を用い、本業務以外の自ら行う他の事業の宣伝に利用すること（一般的な

会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の１つとして事実のみ

簡潔に記載する場合を除く。）及び当該自ら行う他の事業が民間給与実態統計

調査の一部であるかのように誤認させるおそれのある行為をしてはならない。 

② 民間事業者は、本業務の実施に当たって、自らが行う他の事業の宣伝を行っ

てはならない。 

(ホ) 事業の同時実施の禁止 

民間事業者は、本業務において標本事業所と接触する際に、同時に他の事業を

行ってはならない。 

(ヘ) 記録・帳簿書類の保管 

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、実

施年度の翌年度から起算して５年間、保管しなければならない。 

(ト) 権利の譲渡の禁止 

民間事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第

三者に譲渡してはならない。 

(チ) 権利義務の帰属 

本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間

事業者は、その責任において、必要な措置を講じなければならない。 

(リ) 実施状況の公表 

民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、国

税庁の承諾を受けなければならない。 

(ヌ) 再委託 

① 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはな

らない。 

② 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合

は、原則としてあらかじめ企画書において、再委託に関する事項（再委託先の

住所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び

必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法）につ

いて記載し、国税庁の承認を受けなければならない。 

③ 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合に

は、あらかじめ書面により国税庁担当者と協議し、国税庁の承認を受けなけれ

ばならない。 

④ 業務の一部について再委託の承認を求める場合は、次のＡ及びＢを記載し

た業務委託承認申請書を提出するとともに、Ｃ及びＤを記載した文書を併せ

て提出すること。 

Ａ 再委託先名称（商号）、代表者氏名、担当者及び連絡先等 
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Ｂ 再委託を行う業務内容及び委託金額 

Ｃ 民間事業者と同等のセキュリティ水準を再委託先も具備すべきことを民

間事業者との間に定めている内容 

Ｄ 再委託先の情報セキュリティに関する対策方針及び管理方法 

⑤ 民間事業者は、上記②又は③により再委託を行う場合には、民間事業者が国

税庁に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し、「ニ 

秘密の保持」及び「ホ 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置」に規定する

事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、再委託先から

必要な報告を徴収する。 

⑥ 上記②から⑤に基づき、民間事業者が再委託先の事業者に業務を実施させ

る場合は、すべて民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者

の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみな

して、民間事業者が責任を負うものとする。 

⑦ 民間事業者は、本業務の実施に当たり、再委託先の事業者に再々委託をさせ

てはならない。 

⑧ 再委託先の追加・変更等を行う必要が生じた場合は、上記④に準じてあらか

じめ文書により提出し、当庁の承認を受けること。 

(ル) 請負内容の変更 

国税庁及び民間事業者は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを

得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の

理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けなければならない。 

(ヲ) 契約の解除等 

国税庁は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ

とができる。 

① 法第22条第１項第１号イからチ又は同項第２号に該当するとき。 

② 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになっ

たとき。 

③ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していること

が明らかになったとき。 

なお、本規定により、国税庁が契約を解除したとき、民間事業者は、違約

金として契約金額の100分の30に相当する金額を国税庁に納付しなければな

らない。 

(ワ) 契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と国税庁

とが協議する。 

 

⑷ 契約により民間事業者が負うべき責任 

イ 本契約を履行するに当たり、民間事業者（その者が法人である場合にあっては、

その役員）又はその職員その他の本契約の履行に従事する者が、故意又は過失によ

り第三者に損害を加えた場合における、当該損害に対する賠償等については、次に

定めるところによるものとする。 

(イ) 民間事業者は、当該第三者に対する賠償の責めに任じなければならない。 

(ロ) 国税庁が国家賠償法（昭和 22年法律第 125号）第１条第１項等に基づき当該

第三者に対する賠償を行ったときは、国税庁は民間事業者に対し、当該第三者に

支払った損害賠償額（当該損害の発生について国税庁の責めに帰すべき理由が

存する場合は、国税庁が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）

について求償することができる。 

(ハ) 民間事業者が民法（明治 29 年法律第 89 号）第 709 条等に基づき当該第三者

に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国税庁の責めに

帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は国税庁に対し、当該第三者に支
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払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について

求償することができる。 

 

ロ 民間事業者が本契約に違反したことによって、又は民間事業者（その者が法人で

ある場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他の本契約の履行に従事す

る者が故意若しくは過失によって国税庁に損害を与えたときは、民間事業者は、国

税庁に対する当該損害の賠償の責めに任じなければならない。 

 

ハ 民間事業者は、民間事業者の責めに帰すべき事由により、５⑴「ヘ 納品物件」に

定める納品期日を遅延したときは、遅延賠償金として遅延日数に応じ契約金額に対

し年 2.7％の遅延損害金を納付するものとする。 

 

⑸ 契約金額の支払いについて 

・ 民間事業者は「５⑴請負業務の内容」「ニ 業務内容」に示す各々の業務が終了し

た都度、国税庁に対し、「６⑶契約により民間事業者が講ずべき措置等」「イ 報告

について」(イ)に示す民間事業者からの報告や業務の完了を確認できる書類等を提

出し、国税庁は提出された書類に基づき、適正な実施がなされたことを確認し、各

会計年度の業務終了後、業務に応じた金額を支払う。国税庁の確認の結果、適正な

業務がなされていない場合には、国税庁は民間事業者に対して業務のやり直しを指

示するとともに、業務の改善策の作成・提出を求めるものとする。 

・ 契約金額の支払いに当たっては、民間事業者は当該会計年度分の業務の完了後、

国税庁へ当該会計年度分の契約金額の支払いを請求するものとする。 

民間事業者からの請求があった場合、国税庁は、実施要項又は契約書に基づく所定

の検査が完了した後、適法な支払請求書を受理した日から 30日以内に支払うものと

する。 

 

⑹ 法第７条第８項に規定する評価に関する事項 

イ 実施状況に関する調査の時期 

国税庁は、総務大臣が評価（平成 33年（2021年）11月から 12月を予定）を行う

に当たり必 

要な情報を収集するため、平成 30 年分調査から平成 32 年（2020 年）分調査までの

各業務期間終了時点における実施状況を調査するものとする。 

 

ロ 調査の実施方法 

国税庁は、従来の実績と民間事業者の実績を比較することができるように、「６⑶

イ（イ）」の報告を基に、次の「ハ 調査項目」の内容について、民間事業者の実施

状況を調査する。回収率等を平成 26 年分～平成 28 年分の平均値等と比較すること

で、数値的な質の維持向上が達成されたかを定量的に評価する。 

 

ハ 調査項目 

(イ) 調査票の有効回答率及び督促状況 

(ロ) 実施経費（実際に本業務に要した経費） 

質の維持向上だけでなく、経費削減が達成されたか確認する。 

 

ニ 意見聴取 

国税庁は必要に応じ、民間事業者及び標本事業所から直接意見の聴取等を行うこ

とができる。 

ホ 実施状況等の提出 

国税庁は、本事業の実施状況等について、報告様式に従い平成 33年（2021年）11

月を目途に総務大臣及び官民競争入札等監理委員会へ提出するものとする。 
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なお、国税庁は、本業務の実施状況等を総務大臣へ提出するに当たり、外部有識者

の意見を聞くものとする。 

また、必要に応じて財務省入札等監視委員会とも情報を共有するものとする。 

 

⑺ その他実施に関し必要な事項 

イ 会計検査 

民間事業者は、会計検査院法（昭和 22年法律第 73号）第 23条第１項第７号に規

定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25条及

び第 26条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から資料・報告等の提出を求

められたり、質問を受けたりすることがある。 

 

ロ 統計法令の遵守 

本業務の実施に関し、民間事業者は、統計法（平成 19年法律第 53号）その他関係

法令を遵守するものとする。 

特に、統計法は第 41条各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の

団体の秘密を漏らしてはならないと定めており、民間事業者はそのための措置を講

ずること。 

 

ハ 本業務に従事する者は、刑法（明治 40年法律第 45号）その他の罰則の適用につい

ては、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

 

ニ 次の（イ）及び（ロ）のいずれかに該当する者は、法第 55条の規定により三十万

円以下の罰金に処されることとなる。 

（イ） 「６⑶契約により民間事業者が講ずべき措置等」イ（イ）による報告をせず、

若しくは虚偽の報告をし、又は「６⑶契約により民間事業者が講ずべき措置等」

ロによる調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の答弁をした者 

（ロ） 正当な理由なく、「６⑶契約により民間事業者が講ずべき措置等」ハによる指

示に違反した者 

 

ホ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又

は人の業務に関し、上記ニの違反行為をしたときは、法第 56条の規定により、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対して上記ニの刑を科されることとなる。 

 

ヘ 実施状況の官民競争入札等監理委員会への報告 

国税庁は、民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業務

終了後に官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに、法第 26 条及び第 27 条に

基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理

由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。また、第 45

条に基づき官民競争入札等監理委員会から求められた場合には、事業の実施状況等

について監理委員会へ報告又は資料の提出を行うこととする。 

 

ト 国税庁の監督体制 

(イ) 本契約に係る監督は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指

示その他の適切な方法によって行うものとする。 

(ロ) 本業務の実施状況に係る監督は、「６⑶契約により民間事業者が講ずべき措置

等」ロにより行うこととする。 


